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継続的不法行為の結果発生地に基づく国際裁判管轄

事実の概要

　Ｘ１～Ｘ５（原告、控訴人、ただしＸ２は控訴審の当
事者ではない。以下、「Ｘら」という）は、昭和 34
年から昭和 59 年まで在日朝鮮人及びその配偶者
を対象として実施された未承認国であるＹ（朝鮮
民主主義人民共和国、被告、被控訴人）への集団帰
還事業（いわゆる北朝鮮帰国事業）により北朝鮮に
渡航し、長年を経て日本に戻った者である。Ｘら
は、①ＹがＸらに対し、虚偽の宣伝をして北朝鮮
への帰還を勧誘し（勧誘行為）、これに欺罔され
て誤信に陥ったＸらを北朝鮮へ渡航させ、渡航後
は北朝鮮内に留め置いたこと（留置行為）が、Ｘ
らの自己決定権及び移動の自由を侵害したもので
あって、Ｘらに対する不法行為（以下、「本件不法
行為 1」という）を構成すること、②Ｙが、現在
も北朝鮮に居住するＸ１の子や孫の出国を妨害し
ているために、Ｘ１が子や孫と直接会うことがで
きない状況が続いていることが、Ｘ１の面会交流
権を侵害するものであって、Ｘ１に対する不法行
為（以下、「本件不法行為 2」といい、本件不法行為
1と本件不法行為 2を併せて「本件不法行為」という）

を構成することを主張し、Ｙに対し、不法行為に
基づく損害賠償を請求した。
　原審判決（東京地判令 4・3・23LEX/DB25592517）
は、本件不法行為 1のうち留置行為及び本件不
法行為 2に係る損害賠償請求については、不法

行為地管轄及び緊急管轄を否定し、それぞれ却下
した。また、本件不法行為 1のうち勧誘行為に
係る損害賠償請求については、国際裁判管轄を肯
定したが、準拠法（日本法）上の除斥期間を徒過
したとして棄却した。Ｘらが控訴したのが本件で
ある。

判決の要旨

　原判決取消し、差戻し。
　１　「外国等に対する我が国の民事裁判権に関
する法律 4条は、外国等は、同法に別段の定め
がある場合を除き、我が国の民事裁判権から免除
される旨を定めるが、その趣旨は、主権を有する
国家同士の間ではその平等と独立を相互に尊重す
ることにあるから、我が国が国家として承認して
いない主体については、同法にいう『外国等』（同
法 2条）には当たらず、上記の定めの適用はな
いと解するのが相当である。また、未承認国にお
いて民事裁判権からの免除を当然に享有するとの
国際慣習法が存在するとも認められない。
　したがって、Ｙは、我が国の民事裁判権から免
除されない。」

　２　「民訴法 3条の 3第 8 号……の規定に依拠
して日本の裁判所の管轄権が肯定されるには、原
則として、Ｙが日本国内でした行為によりＸらの
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法益が侵害されるという結果が生じたか、又は、
Ｙがした行為により日本国内でＸらの法益が侵害
されるという結果が生じたとの客観的事実関係が
証明されれば足りると解するのが相当である」。
　「ＹがＸらに対し、北朝鮮での生活条件等につ
き事実と異なる情報を流布して北朝鮮への帰還
（移住）を呼びかけて、日本から北朝鮮に渡航さ
せ、渡航後は出国を許さずに在留させることによ
り、居住地選択の自由を侵害し、事前の情報と異
なる苛酷な状況下で長期間生活することを余儀な
くさせたという継続的不法行為の客観的事実関係
の証明があるといえる。なお、Ｘらは、本件不法
行為をＸらの北朝鮮脱出の前後で本件不法行為 1
と本件不法行為 2に分けて主張するが、Ｘらの
主張する本件不法行為 1は、Ｘらが居住地選択
の自由を侵害された結果として、北朝鮮で苛酷な
人生を送ることになり、いわば人生を奪われると
いう損害が生じたことを包括的に賠償請求の対象
とするものであるから、Ｘ１が一人で北朝鮮から
脱出して日本に戻ることにより、北朝鮮に残る家
族と分断されて子や孫と会えずにいるという損害
も、加害行為が止んだ後に残存する損害として上
記の包括的損害に含まれるというべきであって、
本件不法行為は全体として 1つの不法行為とと
らえるのが相当である。本件不法行為による損害
のうちには、それを生じさせた個々の加害行為に
つき独立に不法行為の成立要件を満たすものもあ
り得るが、そのことはそれらの損害を包摂する 1
つの継続的不法行為の成立を肯定する妨げとなる
ものではない。」

　３　「上記のとおりの継続的不法行為は、Ｙが
北朝鮮において行った加害行為により、Ｘらの法
益が侵害されるという結果が当初は日本国内にお
いて発生し、Ｘらが北朝鮮に到着してから北朝鮮
を脱出するまでの間は北朝鮮において発生を続け
たものであるが、北朝鮮において行われた事実と
異なる情報の流布によって、日本国内においてＸ
らを含む在日朝鮮人及びその家族の居住地選択の
自由の侵害という結果が発生することは通常予見
することが可能であったといえる。したがって、
この不法行為に関する訴えについては、民訴法 3
条の 3 第 8 号に基づき、日本の裁判所に管轄権

があるといえる。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、北朝鮮帰国事業により北朝鮮に渡航
し、同国を脱出するまで長期の滞在を余儀なくさ
れ、また、脱出後北朝鮮に残る子らと会うことが
極めて困難な状況に置かれた者らが、同国に対し、
不法行為に基づく損害賠償請求を求める事案にお
いて、民訴法 3条の 3 第 8 号により国際裁判管
轄を肯定した事例である。本判決の意義は、①未
承認国に対する「外国等に対する我が国の民事裁
判権に関する法律」（以下、「対外国民事裁判権法」）
4条の適用を明確に排除し、かつ、未承認国が裁
判権免除を享有するという国際慣習法の存在を否
定し、民事裁判権を肯定した点（判旨１）、②本
件不法行為 1と 2 を、Ｘらの居住地選択の自由
が侵害された結果、いわば人生を奪われるという
包括的な損害をもたらす1つの継続的不法行為と
して捉えた点（判旨２）、③本件不法行為の当初
の結果は日本において発生し、当該結果発生地が
通常予見可能であるとして、民訴法 3条の 3第 8
号に基づく国際裁判管轄を肯定した点（判旨３）
である。
　以下では、判旨の上記各要点について、順次検
討することとする。

　二　裁判権免除
　判旨１は、原判決同様、未承認国は「対外国民
事裁判権法」2条 1号にいう「外国等」に該当せず、
よって同法 4条が定める裁判権免除の対象では
ない旨を判示している。この立場は、同法の立案
担当者の見解に沿うものであり１）、同法の解釈と
しては正当であろう２）。もっとも、判旨１は、裁
判権免除の根拠とされる主権平等の原則が未承認
国には妥当しない旨を理由にあげており、政治的
な判断に基づく国家承認を主権平等原則が妥当す
る前提と位置付けているが、国際法の観点から有
力な批判がなされている３）。
　加えて、未承認国が「対外国民事裁判権法」の
定める裁判権免除の対象ではないとしても、慣習
国際法の適用までが排除されるわけではない４）。
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判旨１も、慣習国際法の適用可能性を否定してい
ないが、未承認国が裁判権免除を享有する国際慣
習法が存在するとは認められないという結論のみ
を示し、その結論に至った根拠を何ら提示してい
ない。とりわけ、国内の国家実行の先例５）にも
言及していない点からすれば、説得的とはいえな
い。判旨１を一般化すれば、未承認国は裁判権免
除を一切受けず、そのような「国」に対しては、
裁判権の制限なく日本の裁判所で民事裁判を提起
できることになるが、妥当な処理とは思われない。

　三　不法行為の一体性
　原判決は、本件不法行為 1における勧誘行為
と留置行為の「時期、場所、態様及び目的」が異
なるため、一連一体の不法行為ではないと判断し
た。これに対して、本判決の判旨２は、Ｘらが主
張した、勧誘行為と留置行為からなる本件不法行
為1について、Ｘらの居住地選択の自由を侵害し、
苛酷な状況下で長期間生活することをさせたとい
う「継続的不法行為」として一体的に捉えている。
　学説では、原判決と同様に、勧誘行為と留置行
為との間の一体性を否定する見解６）がある一方、
本件不法行為 1における勧誘行為は留置行為の
前提として、同じくＸらの居住地選択の自由を侵
害する一連の行為として捉えることが可能だと主
張し、本判決に賛成する見解７）もある。
　本件とは争点が異なるが、裁判例では、土地の
不法占有や騒音公害など、不法行為自体が継続的
に行われる結果、同質の損害が可分的に日々発生
し蓄積する場合、または一個の損害が不可分的に
蓄積し拡大する場合、継続的不法行為と判断され
ている８）。また、先物取引などにおける勧誘行為、
契約の締結、取引の実行など、必ずしも行為自体
が継続して行われるとはいえない場合であって
も、共通する目的をもって行われる一連の行為に
よって同じ法益が侵害される場合に、不法行為の
一体性を認めた裁判例がある９）。これらに比べて、
本件不法行為 1の勧誘行為と留置行為は、同一
態様の不法行為が継続的に行われているとはいえ
ず、また、居住地選択の自由という同じ法益を侵
害するとはいえ、各行為が共通する目的に基づく
とは未だ断定できない 10）。
　しかし、不法行為地管轄の判断において、最高

裁判決 11）が確立したいわゆる「客観的事実証明
説」によれば、要証事実は①原告の被侵害利益の
存在、②被侵害利益に対する被告の行為、③損害
の発生と、④上記②と③との事実的因果関係であ
る 12）。本件における勧誘行為と留置行為は、同
じ法益であるＸらの居住地選択の自由に向けら
れ、同一の損害を生じさせている以上、少なくと
も不法行為地管轄を判断するうえでは、継続的不
法行為の客観的事実関係の証明があったとする本
判決の判断は賛同できる 13）。なお、消滅時効及
び除斥期間との関係で、勧誘行為と留置行為を別
個の不法行為と評価すべきかは、不法行為の主観
的要件を含むすべての要件と同様に、準拠実質法
によって判断すべき事柄であり、その判断が国際
民事訴訟法上の不法行為地管轄に係る判断と必ず
しも一致する必要はないだろう。
　本件不法行為1に対して、本件不法行為2では、
面会交流権という法益の侵害が主張されており、
本件不法行為1における被侵害利益である居住地
選択の自由とは、一見して異なる法益であるため、
両者を1つの不法行為として捉えることには違和
感がある。評釈においても不法行為の一体性を否
定する立場が優勢である 14）。不法行為の一体性
を否定したとしても、本件不法行為2については、
本件不法行為 1との客観的併合による管轄（民訴
法 3条の 6）が認められる余地が十分にあると考
えられるが 15）、Ｘ１が居住地選択の自由を侵害さ
れた結果、やむなく北朝鮮からの脱出を決行し、
そのため子らとの交流が絶たれたことを考えれ
ば、本件不法行為 2においてＸ１が主張した損害
は、まさに判旨２がいうように居住地選択の自由
を侵害する「加害行為が止んだ後に残存する損害」
であり、加害行為との事実的因果関係が認められ
よう。そうであれば、この損害も本件不法行為 1
による損害の全体に含まれるものとして扱うこ
とには、特段、無理はないように考えられる 16）。
無論、管轄が認められるとしても、面接交流権の
侵害による損害と、勧誘行為・留置行為との間に
相当因果関係が認められるかは、本案審理におい
て、準拠法により判断されるのである。

　四　結果発生地の判断
　三で上述した「客観的事実証明説」における要
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証事実に加えて、不法行為地管轄を認めるための
要証事実は、原因行為地または結果発生地が日本
にあることである 17）。判旨３は、一体とした本
件不法行為の原因行為地は北朝鮮国内であり、Ｘ
らの法益侵害という結果が当初は日本国内におい
て発生し、Ｘらが北朝鮮に到着してから脱出する
までの間は北朝鮮において発生し続けたものと判
断している。
　Ｘらの被侵害法益は居住地選択の自由であり、
ＸらはＹによる虚偽の宣伝を信じて北朝鮮に帰国
したと主張されている点からすれば、当初の結果
発生地が日本国内であるという判旨３の判断に問
題はないだろう。しかし、その後北朝鮮脱出まで
の結果発生地を北朝鮮国内とした判断には疑問が
ある。北朝鮮帰還という判断自体が間違いだった
とすれば、誤った判断で居住し始めた北朝鮮を結
果発生地とすることは、公平性の観点から問題が
あるからである。むしろ、居住地選択の自由が当
初から継続的に侵害され続けているため、加害行
為の結果は当初から一貫して日本国内で発生して
いるとみるべきではないだろうか。
　いずれにしても、ＹがＸらの居住地を知りな
がら帰国事業に勧誘したのであるから、民訴法 3
条の 3 第 8 号の通常予見可能性要件は満たされ
るだろう。さらに、Ｙによる勧誘行為は朝鮮総連
を通じて日本国内においても行われたという事実
認定がされているため、原因行為地が日本国内に
あるという判断もできたといえよう。
　なお、東京地裁における差戻審では、2026 年
1 月 26 日に判決が言い渡され、Ｙに対して計
8800 万円の損害賠償が命じられた。
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